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一廃

可燃物

木くず 食品循環

一般廃棄物

可燃物

木くず 食品循環資源 紙類 リサイクルできる紙

※廃棄物の処理は、許可業者に委託してください。（P.10 参照） ※廃棄物の処理は、許可業者に委託してください。（P.10 参照）

 ごみ分別早見表
事業者用 50音順
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の

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

は

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

と

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

な

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

ね

品　名 備 考区 分 種 類 品　名 備 考区 分 種 類

ぬ

リチウムイオン電池の混入による発火トラブルが増加しています！
　モバイルバッテリーなど小型の家電製品等に使用されているリチウムイオン電池は、強い衝撃が加わる
と発煙・発火する危険性があり、火災の原因になります。
　リチウムイオン電池が使われている製品を廃棄する際は、メーカーで回収・リサイクルが行われている
場合はメーカーに相談してください。
　処理を委託する場合は、委託契約書に明記するなどリチウムイオン電池が含まれて
いることを確実に伝え、適切に処理できる許可業者に委託してください。

産廃

廃油
燃え殻

動ふん動死

鉱さいがれき類 動植物性残さ ゴムくず

混合物繊維くず

汚泥廃酸/廃アル
廃プラ類 金属くず ガ・コ・陶 木くず

産業廃棄物

鉱さい 動植物性残さ ゴムくず

動物の死体 動物のふん尿 繊維くず ２種類以上の異なる産業廃棄物で構成されているもの

廃プラスチック類 廃油
燃え殻 汚泥 がれき類廃酸または廃アルカリ

金属くず パレット、業種指定のある木くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

処分業者に受入基準を確認
（P.５参照）

アスベストを含む場合は、
石綿含有産業廃棄物処理業者
に委託

プラスチック製は「廃プラ類」

土は取り除くこと

プラスチックを含む場合は
「廃プラ類」との混合物

天然繊維（綿、羊毛、麻など）は
一廃の「可燃物」

プラスチック製は「廃プラ類」

ビニール・防水加工の場合は
「可燃物」

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

産廃

金属くず

食品循環

可燃物

金属くず

ガ･コ･陶

鍋（金属製）

波板（金属製）

波板（スレート製）

プラスチック製は「廃プラ類」、
ガラス製・陶磁器製は
「ガ・コ・陶」

プラスチック製は「廃プラ類」

メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談

メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談
メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談

金属製のみの場合は
「金属くず」

金属製は「金属くず」

金属製は「金属くず」

象牙・水牛を含む

プラスチック製は「廃プラ類」

ビニール・防水加工の場合は
「可燃物」

工作物の除去等に伴って
生じたもの

木製の天然刷毛は一廃の
「可燃物」

プラスチック製は「廃プラ類」

プラスチックを含む場合は
「廃プラ類」との混合物

メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談

メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談

小型家電リサイクル法認定
事業者または許可業者に委託

金属製は「金属くず」、
プラスチック製は「廃プラ類」

メーカーでリサイクルが行われてい
る場合はメーカーに相談、または特
別管理産業廃棄物許可業者に委託

燃料は使い切ること

金属製は「金属くず」

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

一廃

産廃

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

産廃

一廃

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず
廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

金属くず
ガ･コ･陶

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

ガ･コ･陶

廃プラ類

金属くず

木くず

廃プラ類

廃プラ類

可燃物

紙類

紙類

廃酸/廃アル

可燃物

金属くず

廃プラ類

産廃

一廃

産廃

一廃

産廃

産廃
液体が酸性またはアルカリ性
のどちらであるかを確認して
許可業者に委託

市のごみ処理施設搬入禁止物
のため、販売店等に相談

プラスチックを含む場合は
「廃プラ類」との混合物

廃プラ類
金属くず

ペットの場合は手数料が必要
市のごみ処理施設に確認

小型家電リサイクル法認定
事業者または許可業者に委託

液体が酸性またはアルカリ性
のどちらであるかを確認して
許可業者に委託

廃油が引火性の場合は、特別管
理産業廃棄物処理業者に委託

金属製の場合は「金属くず」

廃油が引火性の場合は、特別管
理産業廃棄物処理業者に委託

金属製のみの場合は
「金属くず」

油分を含む場合は「廃油」との混
合物。廃油が引火性の場合は特別
管理産業廃棄物処理業者に委託

畜産農業（ブリーダー含む）
から排出される場合
（P.３参照）

畜産農業（ブリーダー含む）
から排出される場合
（P.３参照）

特別管理産業廃棄物処理業者
に委託

アスベストを含む場合は、
石綿含有産業廃棄物許可業者
に委託
メーカーでリサイクルが
行われている場合は
メーカーに相談

泥状の場合は「汚泥」。
PCBが含まれる場合
（P.11参照）

廃プラ類
金属くず
廃プラ類
金属くず

廃プラ類
金属くず

廃プラ類
燃え殻

一廃

産廃

産廃

一廃

産廃

一廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

産廃

一廃

トイレットペーパーの芯

トイレブラシ

陶磁器

灯油

トタン

トナー

土鍋

塗膜

ドライバー

ドライヤー

ドラム缶

トランク

塗料（固形状）

塗料（泥状）

塗料（水性・液状）

塗料（油性・液状）

トレイ（プラスチック製）

トロ箱（発泡スチロール）

トロ箱（木製）

金属くず

廃プラ類

廃プラ類

廃プラ類

可燃物

紙類

廃プラ類

ガ･コ･陶

可燃物

動死

可燃物

動ふん

廃油

金属くず

ガ･コ･陶

廃プラ類

廃プラ類
汚泥・廃油
廃プラ類
廃酸/廃アル
廃プラ類
廃油

動物の死体

動物のふん尿

ナイフ

苗

苗木用ポット

長靴

ナット

生ごみ
可燃物

廃プラ類

廃プラ類

金属くず

廃プラ類
金属くず

産廃

産廃

産廃

一廃

廃プラ類

紙類

ねじ（ビス）

産廃布・布製品 廃プラ類 天然繊維(綿、羊毛、麻など)は
一廃の「可燃物」産廃ぬいぐるみ 廃プラ類

寝袋（合成繊維）

値札・タグ

金属くず

廃プラ類ネット（野菜・果物用など）

農業機械

ノート

農薬（液状）

農薬（固形状・粉末状）

のこぎり

のぼり

パソコンキーボード・マウス

パソコン用ディスプレイ

発電機

鉢（ガラス製・陶磁器製）

発泡スチロール

バッテリー（鉛蓄電池）

針金

バリケード（工事用）

パレット（運搬用）

ハンガー（プラスチック製）

ハンガーラック

はんこ（プラスチック製）

はんこ（木製）

パンチ（穴あけパンチ）

パンフレット

バール

灰

灰皿（金属製）

パイプ（金属製）

バイク

パイロン（ロードコーン）

はかり

墓石

白熱球

刷毛（はけ）

バケツ（金属製）

箱（紙製）

箱（木製）

箱（プラスチック製）

はさみ

箸（木製）

箸（プラスチック製）

パソコン

ハードディスク
(外部記憶装置)

バッテリー
（ニカド電池・ニッケル水素電池）
バッテリー
（リチウムイオン電池）

廃プラ類
金属くず
ガ・コ・陶

廃プラ類
金属くず
廃酸

廃プラ類
金属くず
廃油

廃プラ類
金属くず
廃アル

金属くず

燃え殻

金属くず

金属くず

廃プラ類

がれき類

廃プラ類

金属くず

紙類

可燃物

廃プラ類

可燃物

廃プラ類
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